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論文審査の結果の要旨 

２０２１（令和３）年７月２８日午前１０時３０分から１２時００分まで、真栄城拓也氏提出の博士学位請求論

文、「沖縄返還とキャラウェイ高等弁務官の『強権的』統治――何が問題だったのか」の公開発表会を行った。発

表会での議論とその後の審議により、審査担当者全員が真栄城氏の論文は大阪大学博士（法学）を授与するのにふ

さわしい業績であると判断した。 
従来の沖縄返還研究において、キャラウェイ高等弁務官の沖縄統治は強権的と評価され、それが招いた住民の激

しい反発に対する懸念からアメリカ政府は沖縄返還の検討に向かうようになったと考えられてきた。真栄城氏の研

究は、これまであまり利用されてこなかったキャラウェイの私文書やアメリカ陸軍省の文書を利用することで、そ

うした先行研究の見方に修正を迫る画期的な研究となっている。 
 以下、各章の内容を簡単にまとめると次のようになる。 

第一章は、キャラウェイが１９６１年２月に高等弁務官に就任するまでのキャリアをたどる内容になっている。

キャラウェイは陸軍軍人として豊富な海外勤務経験を持っていた。１９５０年代半ばには東京にも駐在し、反基地

運動を目の当たりにしている。真栄城氏は、そうした経験からキャラウェイは沖縄に向かうころには、アメリカが

海外展開をする上で生じる外国住民との摩擦の問題をよく理解していたと指摘する。 
第二章では、キャラウェイが高等弁務官に就任し、「強権的」統治を始めるまでの約一年間の統治が検討されて

いる。真栄城氏によれば、キャラウェイは高等弁務官として沖縄に着任した当初、それまでの海外勤務経験を活か

し、日本復帰を望む沖縄住民の世論やそれを支持する日本本土住民の世論に配慮した統治を行っていた。その具体

的例として論文では、キャラウェイが上官（太平洋軍司令官）の反対にもかかわらず沖縄における日本国旗掲揚を

実現させたり、日本の国会議員の沖縄訪問を積極的に受け入れたりしていたことが紹介されている。 
しかし、沖縄統治を進める過程でキャラウェイは、沖縄の自治を担う琉球政府の非効率的な行政を問題視してい

くことになる。琉球政府は沖縄の金融機関に蔓延する不正や汚職の問題に対応しようとせず、税の徴収においても

血縁関係に基づき税額を「手加減」するなど無責任な姿勢を取っていた。沖縄現地での腐敗やずさんな徴税の実態

が明らかになれば、沖縄援助予算がアメリカ連邦議会によって削減されかねない。そうした懸念をキャラウェイは

深めていったという。 
１９６２年２月１日、キャラウェイが琉球政府による自治に懸念を抱く中で、沖縄の議会にあたる立法院がアメ

リカの沖縄統治を植民地主義と批判する決議、いわゆる「二・一決議」を全会一致で可決する。このことを直接の

きっかけにキャラウェイは、沖縄の政治指導者には自治より教育が必要であるとし、「強権的」統治に踏みきって

いった、と真栄城氏は指摘する。 
第三章は、キャラウェイの「強権的」統治の実態やそれに対する沖縄住民の反応を検討する章となっている。真

栄城氏はまずキャラウェイによる厳しい金融機関の汚職取り締まり―キャラウェイ旋風と呼ばれた―や、沖縄の自

治を否定したいわゆる「自治神話」演説が沖縄住民の一部に不満を抱かせたことを確認する。その上で、キャラウ

ェイ旋風や「自治神話」演説の内容を詳細に検討し、これらには沖縄社会の不正をただす意図があったと指摘す

る。キャラウェイの「強権的」統治が持つそうした側面は多くの沖縄住民によって高く評価されていた。そのこと

を真栄城氏は、住民からキャラウェイに送られた大量の感謝状や、キャラウェイ高等弁務官の任期延長を訴える請

願運動を検討することで明らかにしている。 



 

従来、キャラウェイは沖縄住民の自治権拡大の願望を理解せず、その統治が強い住民の反発を招いたことからジ

ョンソン政権によって更迭されたと見られてきた。だが、真栄城氏はキャラウェイが退任する過程を具に調査する

ことで、むしろキャラウェイはジョンソン政権内で高い評価を受け、少なくない沖縄住民に退任を惜しまれなが

ら、名誉ある退役を迎えたと指摘する。 
ただし、キャラウェイの「強権的」統治に問題がなかったわけではない。その点を、真栄城氏は第四章におい

て、「二・一決議」がアメリカの沖縄政策に及ぼした影響を分析することで明らかにする。先述のように、「二・

一決議」はキャラウェイの「強権的」統治の引き金になった。一方で、その決議はワシントンにおいて、沖縄統治

が植民地主義として国際社会からの激しい批判にさらされかねないという懸念を生んだ。この懸念を当時の駐日大

使ライシャワーも共有していた。ジョンソン政権を沖縄返還の検討に向かわせた有名な６５年７月のライシャワー

の覚書にも、植民地主義批判への危惧が記されていたことを真栄城氏は鋭く指摘している。真栄城氏によれば、キ

ャラウェイの「強権的」統治の問題は、沖縄住民の反発の有無自体よりも、その統治が植民地主義批判を招き、沖

縄における基地使用を難しくしかねない点にあった。 
先行研究の多くは、沖縄返還の問題を主として日米二国間の視点から分析してきた。それに対して真栄城氏の論

文は、キャラウェイの「強権的」統治と「二・一決議」に対する詳細な検討を通して、沖縄返還問題を広い国際的

文脈から捉え直す内容となっている。真栄城氏の論文はまさにこの点において高い学術的価値を持つと言うことが

できる。 
 もっとも、アメリカの沖縄統治が実際に国際社会でどのように見られていたのかを検証する作業がなされていれ

ば、植民地主義批判に対するアメリカの懸念を重視する真栄城氏の議論はより説得力のあるものとなっていたであ

ろう。ヨーロッパの植民地が次々と崩壊し、多くの新興国が誕生した１９６０年代、国連などでは植民地問題に対

する関心が高まっていた。その中で、アメリカの沖縄統治はどのように捉えられていたのか。アメリカのライヴァ

ル国であるソ連と沖縄施政権の返還を望んでいた日本の動向は国際社会の反応を見る上でとりわけ重要なものとな

るだろう。 
 こうした課題はたしかにあるものの、真栄城氏の論文が沖縄返還研究の研究水準を引き上げる優れた研究成果で

あることに間違いはない。しかも、論文審査の過程で真栄城氏は、課題に取り組む十分な能力と知識、そして意欲

を持っていることを示した。今後の研究の発展が大いに期待できる。 
なお、真栄城氏は補論として、「沖縄返還研究の動向――クラップ論文を手がかりに」を論文の最後に付け加え

ている。それは、初期の研究の中でもとくに評価の高いクラップ（Priscilla Ann Clapp）著「沖縄返還交渉―ワシン

トンにおける官僚間の相互作用、１９６６年―１９６９年」（『国際政治』第５２巻〔１９７５年５月〕所収）か

らいくつか重要な論点を引き出し、それぞれについてこれまでの沖縄返還研究をまとめ、整理する内容となってい

る。この補論は、沖縄返還研究全体に対する真栄城氏の深い理解を示している。 
補論も含め真栄城氏の論文に剽窃はもちろんなく、その点は剽窃確認ツールを用いて確認している。 

 


